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第２５１期 決 算 公 告 
2026 年６月 19 日 
 岐 阜 市神田 町 八丁目 2 6 番 地 

 株 式 会 社  十  六  銀  行 

 取 締 役 頭 取  種  村  京  平 

連 結 貸 借 対 照 表（２０２６年３月３１日現在） 

(単位：百万円) 

 

     

科 目

（負債の部）

1,096,906 預 金 6,398,247

1,207 譲 渡 性 預 金 3,000

7,024 売 現 先 勘 定 75,741

1,107,618 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 46,539

5,115,887 借 用 金 407,000

6,677 外 国 為 替 677

32,506 信 託 勘 定 借 217

50,880 そ の 他 負 債 39,107

建 物 8,030 賞 与 引 当 金 1,066

土 地 38,448 退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,260

リ ー ス 資 産 24 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 121

4,375 偶 発 損 失 引 当 金 489

6,866 繰 延 税 金 負 債 25,940

ソ フ ト ウ ェ ア 5,793 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 6,211

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1,072 支 払 承 諾 12,052

26,999 負 債 の 部 合 計 7,020,673

44 （純資産の部）

12,052 資 本 金 36,839

△ 20,073 資 本 剰 余 金 47,015

利 益 剰 余 金 262,239

株 主 資 本 合 計 346,094

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 55,208

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 990

土 地 再 評 価 差 額 金 11,468

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 10,158

そ の 他 の 包 括利 益累 計額 合計 77,825

非 支 配 株 主 持 分 5

純 資 産 の 部 合 計 423,925

7,444,599 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 7,444,599

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

有 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

外 国 為 替

金 額

（資産の部）

現 金 預 け 金

商 品 有 価 証 券

金 額科 目

資 産 の 部 合 計

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

無 形 固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

退 職 給 付 に 係 る 資 産
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連 結 損 益 計 算 書 
２０２５年 ４月 １日から 

２０２６年 ３月３１日まで 

(単位：百万円) 

 

 

134,723 

79,053 

貸 出 金 利 息 54,214 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 18,500 

コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 5 

預 け 金 利 息 5,886 

そ の 他 の 受 入 利 息 446 

1 

21,765 

998 

32,904 

そ の 他 の 経 常 収 益 32,904 

94,540 

16,663 

預 金 利 息 11,608 

譲 渡 性 預 金 利 息 3 

コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 4 

売 現 先 利 息 3,051 

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 513 

借 用 金 利 息 1,460 

そ の 他 の 支 払 利 息 21 

5,919 

27,519 

41,438 

2,999 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,970 

そ の 他 の 経 常 費 用 1,029 

40,182 

8 

8 

2,881 

46 

2,835 

37,310 

11,341 

△ 146 

11,194 

26,115 

△ 0 

26,115 

当 期 純 利 益

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

営 業 経 費

科 目 金 額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 費 用

信 託 報 酬

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用
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連結注記表 
 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等 ３社 

十六ビジネスサービス株式会社 

十六信用保証株式会社 

じゅうろく経営承継支援第２号投資事業有限責任組合 

(連結の範囲の変更) 

じゅうろく経営承継支援第２号投資事業有限責任組合を、新規設立により当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

(2) 非連結の子会社及び子法人等 ８社 

主要な会社名 

十六フロンティア第３号投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う

額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経

営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ０社 

(2) 持分法適用の関連法人等 ０社 

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ８社 

主要な会社名 

十六フロンティア第３号投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び

その他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与え

ないため、持分法の対象から除いております。 

(4) 持分法非適用の関連法人等 ０社 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

12 月末日     １社 

３月末日     ２社 

(2) 連結される子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。 

連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。 

４．のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、20 年以内の合理的な年数で均等償却しております。 

５．会計方針に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券につ

いては時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価

法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その

他の金銭の信託については上記①のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
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(4) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

有形固定資産は、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年～50 年 

その他  ４年～20 年 

② 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結

される子会社及び子法人等で定める利用可能期間(５年)に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし

た定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当

該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協

会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022 年４月 14 日。以下「銀行等監査特別委員会報告第４号」という。)に規定

する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する要管理先債権

及びこれに相当する信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先等債権」という。)については今後３年間の予

想損失額、その他の債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、住宅ローンと

住宅ローン以外の債権のグループ別に、要管理先等債権は３年間、その他の債権は１年間の貸倒実績を基礎とした貸

倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債

権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認

める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

また、破綻懸念先及び要注意先に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロ

ーを合理的に見積もることができる債権(以下「キャッシュ・フロー見積法適用債権」という。)については、当該キ

ャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッ

シュ・フロー見積法)により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定

管理部署が査定結果を検証のうえ内部監査部署が監査を実施しております。 

(6) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度

に帰属する額を計上しております。 

(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った預金の預金者からの払戻請求に備えるため、過

去の払戻実績等に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

(8) 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見

積り、必要と認められる額を計上しております。 

(9) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算

定式基準によっております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(11) 重要なヘッジ会計の方法 

金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象(有価証券)とヘッジ手段(金利

スワップ)を直接対応させる個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同一であることから、ヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フローを相殺しているため、有効性の評価を省略しております。 
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(12) グループ通算制度の適用 

当行並びに一部の連結される子会社及び子法人等はグループ通算制度を適用しております。 

重要な会計上の見積り 

貸倒引当金 

１．当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額 

貸倒引当金 20,073 百万円 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

(1) 算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、連結注記表「５.会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準」に記載しておりま

す。 

(2) 主要な仮定 

① 債務者区分の決定、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローの見積りに利用している債務

者及び経営改善計画を策定している債務者の業績予測においては、入手可能な情報に基づく仮定をおいております。 

特に経営改善計画については、将来の売上予測や費用削減の見込み、今後の資金繰りの見通しなどの将来の業績

予測に基づき作成されており、その合理性・実現可能性に関しては、債務者が属する業界動向や個々の経営改善施

策に基づき判断しております。 

② キャッシュ・フロー見積法適用債権を除き、正常先債権については総体として過去に有していた正常先債権、そ

の他の要注意先債権については総体として過去に有していたその他の要注意先債権、要管理先等債権については総

体として過去に有していた要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。 

(3) 翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響 

外部環境や債務者の内部環境等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、債務者区分、キャッ

シュ・フローの見積りの変動や実際の貸倒損失の発生が当初の予想と異なることにより引当額が増減し、連結財務諸

表に重要な影響を与える可能性があります。 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

１．関係会社の出資金の総額 1,755 百万円 

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連

結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであ

って、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「そ

の他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返等の各勘定に計上されるもの並びに注記することとされている

有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。 

 
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の

元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないもので

あります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及

びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険

債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

  

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 13,522 百万円

危険債権額 47,569 百万円

要管理債権額 1,781 百万円

　三月以上延滞債権額 551 百万円

　貸出条件緩和債権額 1,230 百万円

小計額 62,874 百万円

正常債権額 5,121,221 百万円

合計額 5,184,095 百万円
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３．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別委員会実務指針第 24 号 2022 年３月 17 日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は 5,631 百万円であります。 

４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

 
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 50,595 百万円を差し入れております。 

また、その他資産には、先物取引差入証拠金 4,851 百万円、金融商品等差入担保金 341 百万円、保証金 1,272 百万円

及び中央清算機関差入証拠金 2,831 百万円が含まれております。 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの

契約に係る融資未実行残高は、1,124,951 百万円(総合口座取引に係る融資未実行残高 445,708 百万円を含む。)であり

ます。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 1,101,859 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行

並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必

要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

６．土地の再評価に関する法律(1998 年３月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを

控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(1998 年３月 31 日公布政令第 119

号)第２条第４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地

の価格(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正、不整形補正

等の合理的な調整を行って算出しております。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,972 百万円 

７．有形固定資産の減価償却累計額 60,395 百万円 

８．有形固定資産の圧縮記帳額 982 百万円 

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額は

52,108 百万円であります。 

10．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託 217 百万円であります。 

11．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額 152 百万円 

12．連結自己資本比率(国内基準)は、10.38％であります。 

 

(連結損益計算書関係) 

１．「その他の経常収益」には、株式等売却益 32,090 百万円を含んでおります。 

  

担保に供している資産

　有価証券 157,492 百万円

　貸出金 891,807 百万円

　その他資産 1,163 百万円

担保資産に対応する債務

　預金 177,494 百万円

　売現先勘定 75,741 百万円

　債券貸借取引受入担保金 46,539 百万円

　借用金 407,000 百万円
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２．減損損失については以下のとおりであります。 

所在地 用途 金額    

  （百万円） 土地 建物 その他 

岐阜県内等 処分予定資産等 1,673 1,300 372 － 

－ のれん 1,162 － － 1,162 

処分予定資産等については、当行において新本社ビルへの移転計画等に伴う余剰資産の廃止を決定したことにより

投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として特別損失に

計上しております。回収可能価額は正味売却価額により測定しており、主として不動産鑑定評価額に基づき評価して

おります。なお、営業用店舗は一定の地域別に区分した営業ブロック単位をグルーピング単位とし、遊休または処分

予定資産については各資産単位でグルーピングをしております。 

また、のれんについては、旧岐阜銀行(当行と合併)を子会社化した際に計上したものであり、当初想定した超過収

益力が見込めなくなったことから、当該のれんの帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上しております。 

３．包括利益 57,881 百万円 

 

(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、銀行業務を中心に、金融サービスに係る事業を行っております。 

中核となる銀行業務においては、預金の受け入れによる調達に加え、借用金等による資金調達を行い、事業性融資

及び住宅ローンを中心とした貸出金による運用、債券を中心とした有価証券投資運用を行っております。 

このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じ

ないように、当行グループでは、資産及び負債の総合的管理(ALM)を行っております。その一環として、デリバティ

ブ取引も行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産のうち、貸出金については、一般事業先、個人及び地方公共団体などに対するも

のでありますが、貸出先の財務状況の悪化等により貸出金の価値が減少もしくは消失し損失を被るリスク(信用リス

ク)及び金利の変動により損失を被るリスク(金利リスク)を有しております。 

有価証券については、国内債券、外国証券、株式、投資信託、投資事業組合などを、主にその他目的(純投資目的

及び政策投資目的)で保有しているほか、国内債券の一部を満期保有目的で保有しております。これらは、それぞれ

金利リスク、価格変動リスク、信用リスク、市場流動性リスク等を有しております。市場流動性リスクとは、市場の

混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりするこ

とにより損失を被るリスクであります。 

預金及び借用金等は、金利リスク及び流動性リスクにおける資金繰りリスクを有しております。資金繰りリスクと

は、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著

しく不利な条件での資金調達を余儀なくされることで損失を被るリスクであります。 

デリバティブ取引は、金利関連では、金利スワップ取引・キャップ取引・フロア取引・金利先物取引、通貨関連で

は、先物為替予約・直物為替先渡取引(NDF)・通貨スワップ取引・通貨オプション取引、有価証券関連では、債券先

物取引・債券先物オプション取引・債券店頭オプション取引・株価指数先物取引・株価指数先物オプション取引・個

別証券オプション取引であります。 

お取引先のニーズにお応えするほか、当行グループの資産・負債の金利リスク、価格変動リスク及び為替リスクが

過大とならないようリスク量をコントロールするためデリバティブ取引を利用することがあります。また、トレーデ

ィング取引においては収益獲得を目的とするほか、取引ノウハウの蓄積、相場動向の把握等を目的としてデリバティ

ブ取引を利用しております。 

当行グループの利用しているデリバティブ取引は、金利・為替・市場価格の変動リスク及び信用リスク等を有して

おります。当行グループではお取引先のニーズにお応えして取り扱うデリバティブ取引に対しては効果的なカバー取

引を行い、またトレーディング取引は予めリスク限度額を定めて取り扱うこととして、過大な市場リスクを回避して

おります。また、先物取引など上場されている取引については、信用リスクはほとんどなく、金利スワップなど店頭

取引についても取引の相手方が信用度の高い金融機関・事業法人であることから、信用リスクは低いものと認識して

おります。 

なお、有価証券等をヘッジ対象とする一部のデリバティブ取引については、「金融商品会計に関する実務指針」(移

管指針第９号。以下「実務指針」という。)等に準拠した行内規程類と行内ヘッジ方針に基づいてヘッジ会計を適用

しております。当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 

・ヘッジ対象：有価証券 

・ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジの有効性については、実務指針等に定められた方法により評価しております。 
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 統合的リスクの管理 

当行グループでは、経営の健全性を確保することを目的に「統合的リスク管理規程」を定め、統合的リスク管理

態勢を構築しております。 

様々なリスクを統計的手法による計量化などにより総体的に捉え、経営体力の範囲に収まるようコントロールし

ております。具体的には、半期毎の業務計画や市場変動率の予想をもとに、VaR(バリュー・アット・リスク)等を

ベースに信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクについてリスク資本を配賦し、各業務部門ではリス

ク資本の範囲内でリターン獲得とリスクのコントロールを行っております。統合的リスクの状況はリスク管理部が

管理し、統合リスク管理委員会に毎月、取締役会に半期毎に報告され、リスクコントロールなどの必要な施策を機

動的に実施する体制としております。 

② 信用リスクの管理 

当行グループでは、信用リスクを的確に把握・管理し、適切に対応するため、「信用リスク管理規程」等の諸規

程を定めております。 

まず、貸出審査にあたっては、審査部門を営業推進部門と明確に分離し、業種別貸出審査体制の下で厳正な審査・

管理を行うとともに、個別案件審査において、資金使途・事業収支計画・投資効果等を検証し、返済財源や計画の

確実性・妥当性を十分に検討しております。 

与信ポートフォリオ管理の観点からは、特定先や特定業種等への与信集中排除や信用コストに見合う収益の確保

に努めております。 

なお、業況が悪化した与信先については、経営改善支援や事業再生支援を通して、信用リスク改善に向けた取組

みを行っております。 

信用リスク管理の前提として、信用リスクの程度を客観的に統一的な尺度で評価する「信用格付制度」を定めて

おり、与信先の決算期の到来や信用状態の変化があった時には、信用格付を随時見直しております。 

信用リスク量や与信集中の度合いなどについては、リスク管理部が管理のうえ毎月開催される統合リスク管理委

員会において経営陣に報告し、対応を協議しております。 

③ 市場リスクの管理 

金利リスク、価格変動リスク、為替リスクを主な市場リスクと捉え、市場リスクを適切に管理することにより、

当行グループが保有する資産価値の減少並びに信用失墜を回避することを目的として「市場リスク管理規程」を制

定し、組織体制、市場リスクの特定、評価及びモニタリングの方法、並びに市場リスクのコントロール及び削減に

関する取り決めを明確にしております。 

統合的リスク管理のもと、半期毎に業務別（預金・貸出金、政策投資株式、政策投資株式以外の有価証券等）に

リスク資本を配賦するとともに、ポジション運用枠(投資額又は保有額の上限)及び損失限度額、協議ポイント(対

応方針を見直す損失額の水準)を設定しております。担当部署は、これらのリスクリミットの範囲内で機動的かつ

効率的に市場取引を行っております。また、これらのリスクの状況についてはリスク管理部が統合管理し、統合リ

スク管理委員会に毎月、取締役会に半期毎に報告され、必要な施策を機動的に実施する体制を構築しております。 

デリバティブ取引の取扱いについては、予め定められた規程・方針の下に行うこととし、市場リスク管理部門(ミ

ドル・オフィス)及び市場事務部門(バック・オフィス)が取引残高、時価評価、損益、リスク量等の管理・把握を

行うほか、定期的に経営陣等に報告を行いリスクのチェックを行う相互牽制体制をとっております。特にトレーデ

ィング取引については、市場リスク管理部門(ミドル・オフィス)がポジション額、リスク量、ロスカットルールの

適用について厳格な管理を行っております。 

④ 流動性リスクの管理 

流動性リスクに対しては、「流動性リスク管理規程」を定め、安定した資金繰りを行うことを第一義としており

ます。また、不測の事態に備えては「流動性リスクに対応したコンティンジェンシープラン」を定め、迅速かつ適

切に対応できる体制を整備しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。 
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２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

2026 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注３)参照)。 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券(その他有価証券) 465,607 566,952 245 1,032,805 

株式 142,002 7,909 － 149,911 

国債 273,310 － － 273,310 

地方債 － 234,934 － 234,934 

社債 － 198,077 245 198,323 

その他(＊１) 50,294 126,030 － 176,325 

 うち外国債券 39,654 70,547 － 110,202 

資産計 465,607 566,952 245 1,032,805 

デリバティブ取引(＊２) (＊３) － 569 (31) 537 

金利関連 － 1,624 － 1,624 

通貨関連 － (1,054) － (1,054)

クレジット・デリバティブ － － (31) (31)

 (＊１)  「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下「時
価算定会計基準適用指針」という。)第 24-９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含ま
れておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額は 2,202 百万円であります。 

なお、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表は以下のと
おりであります。 

(単位：百万円) 

期首残高 

当期の損益又は 
その他の包括利益 

購入、売却 
及び償還の 

純額 

投資信託の 
基準価額を 

時価と 
みなす 

こととした額 

投資信託の 
基準価額を 

時価と 
みなさない 

こととした額 

期末残高 

当期の損益 
に計上した額
のうち連結貸
借対照表日に
おいて保有す
る投資信託の

評価損益 

損益に 
計上 

(※１) 

その他の 
包括利益に 

計上 

3,204 115 △90 △1,027 － － 2,202 － 

(※１) 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。 

(＊２)  その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によっ
て生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示して
おります。 

(＊３)  デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は1,431百万円でありま
す。 
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 (2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

現金預け金、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似すること

から、注記を省略しております。 
(単位：百万円) 

 
時価 連結貸借 

対照表計上額 
差額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券 
(満期保有目的の債券） 

      

社債 － － 51,050 51,050 51,799 △748 

貸出金     5,115,887  

貸倒引当金(＊１)     △19,657  

 － － 4,942,943 4,942,943 5,096,229 △153,285 

資産計 － － 4,993,993 4,993,993 5,148,028 △154,034 

預金 － 6,395,954 － 6,395,954 6,398,247 △2,293 

借用金 － 407,000 － 407,000 407,000 － 

負債計 － 6,802,954 － 6,802,954 6,805,247 △2,293 

 (＊１)  貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資  産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類

しております。主に上場株式や上場投資信託、国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しておりま

す。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、

解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準

価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて

時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットに

はTIBOR、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要

な観察できないインプットを用いる場合には、レベル３の時価に分類しております。 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利

に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。貸出金のうち変動金利による

ものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価

と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破

綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証

による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照

表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としておりま

す。当該時価はレベル３の時価に分類しております。 

負  債 

預金 

要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としておりま

す。また、定期預金については、商品及び期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを、市場

金利で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類して

おります。 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間

及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるも

のは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価

は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短

期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

当該時価はレベル２の時価に分類しております。 
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デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に

分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類

や満期までの期間に応じて割引現在価値法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定

しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であり

ます。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、

プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用い

ている場合はレベル３の時価に分類しております。 

(注２) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報(2026 年３月 31 日) 

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット 
インプットの 

範囲 
インプットの 

加重平均 

有価証券(その他有価証券) 

社債 割引現在価値法 
(＊１) 

倒産確率 27.3％ 27.3％ 

 倒産時の損失率 20.0％－100.0％ 72.2％ 

(＊１)  一部の社債については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定し、社債価額か

ら当該貸倒見積高を控除した金額を時価としております。 

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益(2026 年３月 31 日) 
(単位：百万円) 

 期首残高 

当期の損益又は 
その他の包括利益 

購入、売却、
発行及び 

決済の純額 

レベル３の 
時価への 

振替 
(＊２) 

レベル３の 
時価からの 

振替 
 

期末残高 

当期の損益 
に計上した
額のうち連
結貸借対照
表日におい
て保有する
金融資産及
び金融負債
の評価損益 

(＊１) 

損益に 
計上 

(＊１) 

その他の 
包括利益に 

計上 

有価証券 
(その他 
有価証券) 

225 △195 △42 △75 334 － 245 － 

社債 225 △195 △42 △75 334 － 245 － 

デリバティ
ブ取引 

△31 △0 － － － － △31 △31 

クレジッ 
ト・デリ 
バティブ 
(＊３) 

△31 △0 － － － － △31 △31 

(＊１) 連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。 

(＊２) 当該有価証券は自行保証付私募債であり、債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため、満期保有目

的の債券からその他有価証券に保有区分を変更したものであります。 

(＊３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合計で正味

の債務・損失となる項目については、△で表示しております。 

(3) 時価の評価プロセスの説明 

当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時

価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及び

インプットの妥当性並びに時価のレベル分類の適切性を検証しております。 

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用い

ております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びイ

ンプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率及び倒産時の損失率でありま

す。これらのインプットの著しい増加(減少)は、それら単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせること

になります。一般に、倒産確率に関して用いている仮定の変化は、倒産時の損失率に関して用いている仮定の

同方向への変化を伴います。 
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 (注３) 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び

時価のレベルごとの内容等に関する事項で開示している計表中の「有価証券(その他有価証券)」には含まれて

おりません。 

(単位：百万円) 

区分 連結貸借対照表計上額 

市場価格のない株式等(＊１)(＊２) 9,605 

組合出資金(＊３) 11,206 

(＊１) 市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指

針第 19 号 2024 年９月 13 日)第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。  

(＊２) 当連結会計年度において、非上場株式について４百万円減損処理を行っております。 

(＊３) 組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしており

ません。 

 

(有価証券関係) 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券(2026 年３月 31 日現在) 

 

２．満期保有目的の債券(2026 年３月 31 日現在) 

 
 

  

売買目的有価証券

当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額

(百万円)

△ 0

(百万円) (百万円) (百万円)

－ － －

－ － －

5,165 5,202 37

－ － －

5,165 5,202 37

－ － －

－ － －

46,634 45,848 △ 785

－ － －

46,634 45,848 △ 785

51,799 51,050 △ 748

種 類

国 債

地 方 債

社 債

そ の 他

小 計

小 計

合 計

連結

貸借対照表

計上額

国 債

地 方 債

社 債

そ の 他

時 価 差 額

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの
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３．その他有価証券(2026 年３月 31 日現在) 

 
 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日) 

 
 

５．保有目的を変更した有価証券 

当連結会計年度中に、満期保有目的の債券 334 百万円について、債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため保有

目的を変更し、その他有価証券に区分しております。この変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽

微であります。 

６．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得

原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時

価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」と

いう。)しております。 

当連結会計年度における減損処理額は社債 195 百万円であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準は、連結決算日における時価が、破綻先、実質破綻

先、破綻懸念先、要注意先が発行する有価証券については 30％以上、正常先が発行する有価証券については 50％以上

下落した場合としております。 

なお、破綻先とは、破産、特別清算等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、

実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会

社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念

先及び要注意先以外の発行会社であります。 

 

  

(百万円) (百万円) (百万円)

149,576 27,303 122,273

－ － －

国 債 － － －

地 方 債 － － －

社 債 － － －

55,893 52,559 3,333

う ち 外 国 債 券 28,144 27,942 202

205,469 79,862 125,607

335 385 △ 49

706,568 745,207 △ 38,639

国 債 273,310 283,408 △ 10,097

地 方 債 234,934 246,063 △ 11,129

社 債 198,323 215,735 △ 17,412

122,634 130,544 △ 7,910

う ち 外 国 債 券 82,057 85,865 △ 3,807

829,538 876,137 △ 46,598

1,035,008 955,999 79,008合 計

小 計

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

株 式

債 券

そ の 他

小 計

そ の 他

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

種 類

株 式

債 券

連結

貸借対照表

計上額

取 得 原 価 差 額

(百万円) (百万円) (百万円)

50,175 32,004 582

404,491 － 26,064

国 債 125,165 － 6,345

地 方 債 267,134 － 18,712

社 債 12,191 － 1,005

7,542 270 381

う ち 外 国 債 券 － － －

462,209 32,275 27,028

売 却 損 の 合 計額

そ の 他

合 計

売 却 額 売 却 益 の合 計 額

株 式

債 券
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(金銭の信託関係) 

１．運用目的の金銭の信託(2026 年３月 31 日現在) 

 

２．満期保有目的の金銭の信託(2026 年３月 31 日現在) 

該当事項はありません。 

３．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(2026 年３月 31 日現在) 

   
 (注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

  

(収益認識関係) 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報(2026 年３月 31 日) 

(単位：百万円) 

 
 (注) 上表には、企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益等も含んでおります。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 11,178 円 11 銭  

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 688 円 62 銭  

 

 

運用目的の金銭の信託 6,000 －

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益に

含まれた評価差額

(百万円) (百万円)

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

その他の金銭の信託 1,024 1,000 24 24 －

うち連結

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

うち連結

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

差額

連結

貸借対照表

計上額

取得原価

資金運用収益 79,053

信託報酬 1

役務取引等収益 21,765

うち預金・貸出業務 3,173

うち為替業務 4,230

うち証券関連業務 5,169

うち保証業務 1,732

その他業務収益 998

その他経常収益 32,904

経常収益 134,723

当連結会計年度


